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男鹿市訓令第３号 

 

 男鹿みなと市民病院の診療行為手当支給規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

  令和６年３月２１日 

 

 

               男鹿市長 菅 原 広 二    

 

 

男鹿みなと市民病院の診療行為手当支給規程の一部を改正する訓令 

男鹿みなと市民病院の診療行為手当支給規程（平成１７年男鹿市訓令第１９号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（医務行為料） （医務行為料） 

第３条 医務行為料の月額は、次の区分による。 第３条 医務行為料の月額は、次の区分による。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 薬剤師 薬局長 ６万円 ⑵ 薬剤師 薬局長 30,000円 

薬局長以外の薬剤師 ３万円 薬局長以外の薬剤師 １万円 

附 則 附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 

（会計年度任用職員の医務行為料の特例） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

４ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２第

１項に規定する会計年度任用職員に支給する医務行為料

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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改正後 改正前 

の額は、第３条の規定にかかわらず、職務の内容、責任

等を考慮し、38万円を超えない範囲内において、市長が

定める額とする。 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

 


